
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

種

類

バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

能

力

二
五
㎥
／
時

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
三
・
一
二
・
八

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
三
・
一
二
・
二
八

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
四
・
一
・
一
七

告

示

大
分
県
商
品
流
通
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

付
保
義
務
の
発
生
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
商
品
流
通
調

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

大
分
県
産
業
連
関
表
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
、
県
内
の
製
造
業
事
業
所
に
お
け
る

製
品
の
地
域
別
出
荷
先
等
を
調
査
し
、
本
県
の
製
品
の
流
通
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

製
造
品
の
自
工
場
生
産
額
、
自
工
場
消
費
額
、
輸
出
向
け
出
荷
額
、
国
内
向
け
出
荷
額
及
び
国
内
向

け
出
荷
額
の
消
費
地
別
構
成
比

三

調
査
の
範
囲

日
本
標
準
産
業
分
類
の
大
分
類
「
製
造
業
」
（
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
別
に

定
め
る
「
商
品
流
通
調
査
品
目
分
類
表
」
に
掲
げ
る
品
目
を
生
産
す
る
事
業
所

四

調
査
の
期
日

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

五

調
査
の
方
法

別
に
定
め
る
調
査
票
を
用
い
、
事
業
主
の
自
計
申
告
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

宇
佐
市
大
字
石
田
百
七
十
七
―
一

戸
田
建
設
株
式
会
社

九
州
支
店

香
下
ト
ン
ネ
ル
工
事
作
業
所

所
長

奥

博

志

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

宇
佐
市
院
内
町
香
下

戸
田
建
設
株
式
会
社

九
州
支
店

香
下
ト
ン
ネ
ル
工
事
作
業
所

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号

生
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

目

次

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

五

九

号

十
一
月
十
二
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

約
三
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

六

一
二

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

一
二

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
五
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
〇

二
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

種

類

濁
水
処
理
設
備

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
・
繊
維
ろ
過
方
式

能

力

三
〇
㎥
／
時

構

造

鋼
板
製

主

要

寸

法

縦
一
一
・
〇
ｍ
×
横
一
五
・
〇
ｍ
×
高
さ
五
・
八
九
二
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
三
・
一
二
・
二
一

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
三
・
一
二
・
二
七

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
四
・
一
・
一
七

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

㎥
／
日

三
六
〇

三
六
〇

七
二
〇

七
二
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

五
・
八

〜
八
・
六

一
二

五
・
八

〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
五
〇
〇

一
五

三
、
〇
〇
〇

二
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

二
〇

二
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

一
・
五

二
・
〇

二
・
〇

排

水

口

名

№１

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

三
五
〇

七
〇
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
〇

一
五

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

一
五

二
〇

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
〇

二
〇

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
宇
佐
市
役
所

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

安
岐
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

武

石

俊

一

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
小
田
八
九
三
番
地
の
一

〃

秋

好

憲

生

〃

大
字
戸
畑
七
二
三
六
番
地
の
一

〃

衞

藤

卓

志

〃

大
字
日
出
生
一
九
三
〇
番
地

〃

森

久
一
郎

〃

大
字
大
隈
六
一
一
番
地

〃

繁

田

博

之

〃

大
字
大
隈
一
四
一
九
番
地

〃

本

田

輝

夫

〃

大
字
古
後
一
一
九
三
番
地

〃

梶

原

憲

夫

〃

大
字
古
後
三
五
七
五
番
地

〃

稲

葉

考

德

〃

大
字
小
田
一
〇
六
四
番
地

〃

秋

好

憲
太
郎

〃

大
字
戸
畑
八
二
番
地
の
五

〃

藤

原

雄

二

〃

大
字
山
田
三
七
三
番
地

〃

大

倉

義

典

〃

大
字
塚
脇
一
五
〇
番
地

〃

河

島

綱

記

〃

大
字
山
下
一
三
七
六
番
地
の
一

〃

長

田

裕
一
郎

〃

大
字
日
出
生
一
〇
三
八
番
地
の
六

〃

石

井

龍

文

〃

大
字
戸
畑
二
六
五
一
番
地

監

事

江

隈

郷

一

〃

大
字
小
田
二
二
四
一
番
地
の
一

〃

小
田
原

利

美

〃

大
字
塚
脇
七
八
五
番
地
の
二

〃

宿

利

忠

明

〃

大
字
古
後
二
九
七
二
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

武

石

俊

一

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
小
田
八
九
三
番
地
の
一

〃

秋

好

憲

生

〃

大
字
戸
畑
七
二
三
六
番
地
の
一

〃

河

島

綱

記

〃

大
字
山
下
一
三
七
六
番
地
の
一

〃

繁

田

博

之

〃

大
字
大
隈
一
四
一
九
番
地

〃

藤

原

雄

二

〃

大
字
山
田
三
七
三
番
地

〃

穴

本

俊

則

〃

大
字
戸
畑
一
四
八
一
番
地
の
七

〃

麻

生

静

馬

〃

大
字
大
隈
九
五
七
番
地

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

守
江
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

大
神
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
玖
珠
町
土

地
改
良
区
（
玖
珠
郡
玖
珠
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）



〃

小

幡

友

昭

〃

大
字
山
田
七
三
九
番
地
の
二

〃

衞

藤

榮

一

〃

大
字
日
出
生
九
三
七
番
地
の
二
二

〃

安

部

純

一

〃

大
字
塚
脇
七
七
〇
番
地
の
三

〃

稲

葉

考

德

〃

大
字
小
田
一
〇
六
四
番
地

〃

⻆

野

康

志

〃

大
字
古
後
二
九
二
八
番
地

〃

幸

野

太

〃

大
字
日
出
生
二
三
四
六
番
地

〃

宿

利

正

則

〃

大
字
古
後
二
二
五
三
番
地

〃

宿

利

三

良

〃

大
字
綾
垣
一
五
五
二
番
地
の
一

〃

穴

井

貞

義

〃

大
字
山
田
二
五
七
九
番
地
の
一

〃

石

井

龍

文

〃

大
字
戸
畑
二
六
五
一
番
地

監

事

秋

吉

徹

成

〃

大
字
戸
畑
二
九
五
二
番
地
の
一

〃

松

本

義

臣

〃

大
字
山
下
一
九
九
二
番
地
の
三

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

着

手

年

月

日

完

了

年

月

日

県
営
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

（
小
富
士
地
区
一
工
区
）

平
二
四
・

九
・
二
五

平
二
七
・

六
・
二
九

県
営
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

（
小
富
士
地
区
二
工
区
）

平
二
四
・

九
・
二
九

平
二
八
・

二
・
二
六

県
営
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

（
小
富
士
地
区
三
工
区
）

平
二
七
・
一
〇
・

一

令

三
・

三
・
二
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
防
災
映
像
公
開
シ
ス
テ
ム
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
土
木
建
築
部
建
設
政
策
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
十
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

専
務
取
締
役

依

田

茂

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五

落
札
金
額

五
十
一
万
八
千
八
百
七
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

四

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日


